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玉城町公告９号 

 

玉城町中央公民館及び玉城町体育施設窓口等業務に係る業者選定を下記のとおり実施する。 

 

令和８年 ２月 ４日 

玉城町長 辻󠄀村 修一 

 

記 

 

玉城町中央公民館及び玉城町体育施設窓口等業務プロポーザル実施要領 

 

 

１．目 的 

玉城町には、中央公民館及び社会体育施設が学校体育施設も含め、１３施設存在している。

令和４年度からは、中央公民館及び社会体育施設等の一部の窓口等業務を団体に委託してお

り、その期限が令和７年度末で終了する。この要領は、令和８年度以降も引き続き、利用者

にとって利用しやすい施設環境を提供するため、中央公民館及び社会体育施設等の意義や役

割を十分理解した業者からの企画の提案を受け、施設の窓口業務を委託する業者を選定する

ことを目的とする。 

 

２．委託業者選定方式 

企画提案型プロポーザル方式 

 

３．概 要 

（１）業務委託名  令和７年度 第５２号 

           玉城町中央公民館及び玉城町体育施設窓口等業務 

（２）業 務 内 容  別添の「玉城町中央公民館及び玉城町体育施設窓口等業務委託仕様書」 

による。 

（３）履 行 期 間  令和８年４月１日から令和１１年３月３１日まで 

（４）契約上限額  消費税を含む額で次のとおりとする。 

金 19,200,000円 

 

４．参加資格 

（１）玉城町入札参加資格者名簿（物品・業務委託）に登録され、かつ希望業種として「施設

運営管理」に登録されている者であること。 

（２）玉城町建設工事等指名停止措置要領又は、三重県建設工事等資格（指名）停止措置要領
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による資格（指名）停止を受けている期間中でないものであること。 

（３）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当する者でな

いこと。 

（４）手形交換所より取引停止処分を受ける等、経営状態が著しく不健全な者でないこと。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく会社更生手続開始若しくは更生手続

き開始の申立がなされている場合、又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づ

く再生手続き開始若しくは再生手続き開始の申立がなされている場合にあっては、一般競

争（指名競争）入札参加資格の再審査に係る認定を受けていること。 

（６）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第３１２条

第１項各号に掲げる者でないこと。 

（７）過去に官公庁が所管する施設の窓口等業務の委託を受注した者であること。 

 

５．参加表明書提出期限等 

① 提出期限  令和８年２月１８日（水）持参又は郵送 

（ＦＡＸ可。ＦＡＸの場合は、原本を後日郵送すること。） 

② 提出書類  参加表明書（別紙１） ※付属で誓約書（別紙１―２）あり。 

③ 提 出 先  玉城町教育委員会事務局 

 

６．プロポーザル提案書等の提出について 

（１）提出期日  令和８年２月２０日（金） 正午まで 

（２）提 出 先  玉城町教育委員会事務局 

（３）提出方法  持参又は郵送 

（４）提出種類 

 ① 企画提案書提出届                （様式１） 

 ② 会社（組織）概要（資本金・従業員数・事業内容等）（任意様式） 

 ③ 社会教育・社会体育に対する基本的な考え方について（様式２） 

 ④ 安全管理体制と不測事態の対応について      （様式３） 

 ⑤ 従事者に対する研修計画等について        （様式４） 

⑥ 従事者の配置計画等               （様式５） 

⑦ 業務委託料見積書                （様式６、様式６－１） 

⑧ 窓口業務受託実績                （任意様式） 

（５）プレゼンテーション開催日 

  ① 実 施 日  令和８年２月２５日（水） 午後 

※詳細は記載された担当者に別途連絡する。 

  ② 提案時間  １５分以内（選考委員からの質疑応答時間は含まない。） 

③ 説 明 者  ３名以内のこと。 
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④ そ の 他  プレゼンテーション時の追加資料は原則として認めない。 

⑤ 審査結果  令和８年３月３日（火）午後５時までに町ホームページで公表予定。 

（６）その他 

  ① 提出部数  ５部（正本１部、写し４部 Ａ４サイズ） 

  ② 提出された提案書は返却しない。 

  ③ プロポーザル提案後は、その追加修正は原則として認めない。 

  ④ 提出された関係書類については、町の情報公開条例第８条に該当するものを除き、原

則公開とする。 

 

７．審査方法・評価基準 

（１）審査方法 

   プレゼンテーション審査方式とし、提出された企画提案書とプレゼンテーションの内容を

下記評価基準のとおり審査し決定する。 

提案事業者は、提出した企画提案書を使用してプレゼンテーションを行う。映像機器やパ

ソコン等を使用する場合は、令和８年２月２０日（金）正午までに教育委員会事務局へ連

絡すること。 

※感染症防止のためオンライン会議システム等（Zoomを使用予定）での非対面によるプレゼンテー

ションに変更する場合は、別途連絡する。 

（２）審査項目・評価基準 

＜審査項目＞ 

審査 

番号 
審 査 項 目 

全体に占 

める割合 
評価事項 

１ 社会教育・社会体育に対する基本的な考え方 １０／１００ 別紙３参照 

２ 安全管理体制と不測事態の対応 ２０／１００ 別紙３参照 

３ 従事者に対する研修計画等 １０／１００ 別紙３参照 

４ 従事者の配置計画等 ２０／１００ 別紙３参照 

５ 委託料 １５／１００ 別紙３参照 

６ 業務遂行能力 ２５／１００ 別紙３参照 

＜評価基準＞ 

評価点の 

掛け率 

A：1.0 B：0.8 C：0.6 D：0.4 E：0.2 

極めて妥当 妥当 普通 やや不十分 不十分 

（３）契約予定者の選定 

  審査の結果、総合点数の最も高い事業者を契約予定者として選定する。ただし、当該最高
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点数事業者が複数ある場合は、審査員の協議により選定する。なお、当該契約予定者が辞

退した場合は、次に総合点数の高い事業者を契約予定者として選定する。 

  提案者が１事業者のみの場合でも、内容の審査を行い選定の可否を決定する。ただし、各

審査員の評価点の合計点が満点の６０％に満たない場合は、契約の相手方の候補者として

認めないものとする。 

（４）その他 

審査結果についての異議申し立ては一切受け付けない。 

 

８．質疑及び回答 

 委託仕様書等に対する質問 

① 宛  先  玉城町教育委員会事務局 

② 方  法  別紙質問書（別紙２）によりＦＡＸで受付ける。 

③ 提出期限  公告日から令和８年２月１６日（月）午後５時まで 

④ 回 答 日  質問のあった日から２営業日までに町ホームページで回答する。 

 

９．参加報酬等 

 参加に伴う報酬等は、プロポーザルという原則により無償とする。 

 

10．失格条項等 

次の各号の該当する場合は、棄権若しくは失格とみなし、審査の対象から除外する。 

（１）提案書を提出期限までに提出しなかった者 

（２）町が示した委託料を超える見積りを提出した者 

（３）虚偽の内容が記載されていた場合 

 

11．主催者及び事務局 

（１）主催者 玉城町 

（２）事務局 玉城町教育委員会事務局生涯教育係  担当：上村、田中 

〒５１９－０４１５ 

三重県度会郡玉城町田丸１１４番地１  

TEL：０５９６－５８－８２１２ 

FAX：０５９６－５８－７５８８ 

 



別紙１ 

プロポーザル参加表明書 

 

 

業 務 名    玉城町中央公民館及び玉城町体育施設窓口等業務 

 

 

 

上記業務のプロポーザルに参加します。 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

玉城町長  宛 

 

 

               所 在 地 

 

               商号又は名称 

 

               代 表 者 名             ㊞ 

 

 

 

担当者 

氏   名  
所属・ 

役職等 
 

住   所  

電 話  FAX  E-mail  

 

 

【添付書類】 

現在指名停止処分による行政処分を受けていない旨の誓約書（別紙１－２） 



別紙１－２ 

 

誓  約  書 

 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

玉城町長 䭜 村 修 一 様 

 

 

 

 

               所 在 地 

 

商号又は名称 

 

               代 表 者            ㊞  

 

 

 

 

 当社は、この度の玉城町中央公民館及び玉城町体育施設窓口等業務のプロポ

ーザルに際し、現在指名停止処分による行政処分を受けていないことを誓約し

ます。 

 



別紙２ 

質    問    書 

    年   月   日 

玉城町長  宛 

 

所 在 地 

 

商号又は名称 

 

                担当者氏名               印 

 

電 話  

ＦＡＸ  

E-mail  

 

玉城町中央公民館及び玉城町体育施設窓口等業務のプロポーザルについて、下記の

とおり質問します。 

 

記 

 

項  目 

（書類名称・ページ・項目など） 

 

 

内  容 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 質問事項は、本様式１枚につき１問とし、簡潔に記載してください。 

  回答は質問のあった日から２営業日までに町ホームページへ回答します。 

回答日までに回答がない場合は担当まで連絡してください。 

 

送付先：玉城町教育委員会事務局 〒519-0495  三重県度会郡玉城町田丸 114-1 

電話 0596-58-8212 ＦＡＸ 0596-58-7588 



別紙３ 

令和８年度 玉城町中央公民館及び玉城町体育施設窓口等業務に係る業者選考審査基準及び配点 

審査 
項目 

評価事項 
配 
点 

評価点の掛け率 

Ａ 
（1.0） 

Ｂ 
（0.8） 

Ｃ 
（0.6） 

Ｄ 
（0.4） 

Ｅ 
（0.2） 

社会教育 
・社会体
育に対す
る基本的
な考え方 

① 社会教育の一環としての 
施設の意義や目的を理解 
し、 その重要性を認識して

いるか。 
② 利用者へのサービスの提供 

に対し、その実現に向けて 
積極的な提案がなされてい 
るか。 

10 
点 

極めて 
妥当 

妥当 普通 
やや 

不十分 
不十分 

安全衛生
管理体制
と不測事
態の対応
について 

① 安全管理マニュアルが自社

において確立されているか。 
② 不測事態など非常時の対応

マニュアルが確立されてい

るか。 

20 
点 

極めて 
妥当 

妥当 普通 
やや 

不十分 
不十分 

従事者に
対する研
修計画等
について 

① 施設の安全管理や利用者サ

ービスの向上に関する教

育・研修体制が確立されて

いるか。 
② 業務の開始に向けての従業

員の確保と研修・訓練等の

取り組みについて。 

10 
点 

極めて 
妥当 

妥当 普通 
やや 

不十分 
不十分 

調理従事
者の配置
計画等に
ついて 

① 仕様書で示す従事者の数・

経験年数が確保されている

か。 
② 従事者の勤務体制や休暇等

における代替要員の確保と

対応が確立されているか。 

20 
点 

極めて 
妥当 

妥当 普通 
やや 

不十分 
不十分 

委託料に
ついて 

① 企業努力が認められるか。 
② 極端に安価な見積りになっ

ていないか。 

15 
点 

極めて 
妥当 

妥当 普通 
やや 

不十分 
不十分 

見積金額満点×提案された最低額/提案額 
（小数点以下は切り捨て） 

業務遂行
能力につ
いて 

① 会社（組織）規模（資本金・

従業員数等） 
② 窓口業務の受託実績 
③ 健全な会社経営がなされて

いるか。 

25 
点 

極めて 
妥当 

妥当 普通 
やや 

不十分 
不十分 

合計（１００点満点）        点 
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（様式１） 

企画提案書提出届 

 

 

業 務 名    玉城町中央公民館及び玉城町体育施設窓口等業務 

 

上記業務について提案書を提出します。 

 

令和  年  月  日 

 

玉城町長 宛 

 

 

所 在 地 

 

商号又は名称 

 

代 表 者 名              ㊞ 

 

 

担当者 

氏  名  

所属・ 

役職等 

 

住  所  

電  話  FAX  

E-

mail 
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（様式２） 

社会教育・社会体育に対する基本的な考え方について 

生涯教育の一環である社会教育・社会体育について、貴社の考え方、その充実に向

けての提案、アピール等を記入してください。 
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（様式３） 

安全管理体制と不測事態の対応について 

１ 貴社の安全管理体制等について記入してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 不測事態など非常時の対応・対策について記入してください。 
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（様式４） 

従事者に対する研修計画等について 

１ 業務内容に関する教育・研修システムについて記入してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 業務実施にあたっての従事者の確保と配置予定員に対する研修・訓練等の取組予

定を記入してください。 
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（様式５） 

従事者の配置計画等 

１．従事者の配置計画                                   

業務分担 

（責任者・副責任者等） 

雇用条件 

(常勤･その他の別） 
経験内容 経験年数 勤務時間 

     

     

     

     

     

     

２．従事者の勤務体制や休暇における代替要員の対応策について 

 

 

 

 

 

 



6 
 

（様式６） 

 

 

 見 積 書 （委託業務関係用） 

見 積 価 格 ￥ 

施行（履行）場所 度会郡 玉城町 地内 

委託（業務）名  玉城町中央公民館及び玉城町体育施設窓口等業務 

入 札 保 証 金  

 上記金額で玉城町会計規則（平成 9年玉城町規則第 10 号）及び指示のあった条件に

よって請負したいから見積します。 

 なお、上記金額に 100 分の 110 を乗じた額（1 円未満の端数は切り捨てる。）が契約

希望金額です。 

 

  令和   年  月  日 

 

        見積者  住 所 

   

             氏 名                印 

 

  玉 城 町 長  あて 
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（様式６―１）  

業務委託料見積書                                     

項      目 摘      要 数 量 単 位 単  価 金    額 

年間委託料の算出 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

年間委託料の合計  

 



玉城町中央公民館及び玉城町体育施設窓口等業務委託仕様書 

  

１．業務名称 

玉城町中央公民館及び玉城町体育施設の窓口等業務委託 

 

２．業務場所 

玉城町中央公民館（度会郡玉城町下田辺 800番地） 

 

３. 業務対象施設 

玉城町中央公民館、玉城町営テニスコート、お城広場、玉城町総合グラウンド、玉

城町屋内体育館、玉城町体育センター、玉城町立学校体育施設 

 

４．業務委託期間 

令和 8年 4月 1日～令和 11年 3月 31日までの 36ヶ月  

 

５．委託業務の内容等 

委託業務の内容及び町職員が行う主な業務は、別紙 1～3 に掲げるとおりとし、必

要な要員を配置することとする 

 

６．開館時間及び休館日  

(1)開館時間 

8時 30分から 22時まで 

ただし、12月の最終開館日の閉館時間は 17時とする 

 

(2)休館日 

12月 29日から 1月 3日及び教育委員会が特に必要と認めるとき 

 

７．配置時間の目安 

月曜日から日曜日（祝日を含む） 8時 15分から 22時 15分まで 

ただし、12月の最終開館日の配置時間は 17時 15分までとする 

 

８．執行体制 

(1)従事者の配置 

①受注者は本業務が円滑に執行できる能力を備えた人員を配置すること 

②受注者は開館時の業務において、特に繁忙日にあっては、利用者のサービスに支

障が生じることがない体制を確保するなど適切な措置を講ずること 



(2)業務責任者配置 

①受注者は従事者を直接に指揮監督する権限を有する１名の業務責任者及び２名

以上の業務副責任者を置き、常時いずれか 1名以上を配置すること 

②業務責任者及び業務副責任者は町との連絡調整、業務報告、業務従事者への監督、

指導、教育を行うとともに、町職員不在時の緊急時において、町があらかじめ指

定する町職員との連絡・調整を行う 

③業務責任者及び業務副責任者は AED 操作など、救命講習の受講が修了している

者とする 

(3)従事者の服務 

①従事者は、玉城町中央公民館及び玉城町体育施設の目的・任務を認識し、規律正

しく勤務に当たり、利用者・来館者に対して丁寧・迅速・適切に対応すること 

②従事者は、名札を常に着用すること 

ただし、名札に係る費用は、受注者の負担とする 

③制服は必要としないが、清潔で、相手に不快感を与えない服装を心掛けること 

④従事者の通勤のため駐車場が必要な場合は受注者又は従事者が用意し、その費用

は受注者又は従事者の負担とする 

(4)従事者の研修 

①業務に携る従事者に対して、救命講習など、必要な研修を継続的に実施すること 

②研修に要する費用は、受注者の負担とする 

(5)受注者が使用できる備品 

①受注者が使用できる備品及び管理を委託する備品は仕様書中３に掲げる業務対

象施設にあるものとし、受注者はこれを無償で使用できる 

②その他の備品の管理については、町と協議のうえ、実施することとする 

なお、貸与物品について、受注者の責に帰すべき事由により破損または滅失した

場合は、受注者の負担により原状回復または購入すること 

  

９．守秘義務 

(1)受注者及び従事者は、個人情報はもとより業務上知り得た秘密を一切他に漏らし

てはならない 

委託期間が満了し、若しくは委託を取り消され、又は従事者の職務を退いた後にお

いても、同様とする 

(2)受注者は玉城町個人情報保護条例に基づく個人情報保護の責務を負う 

(3)受注者は個人情報保護のための責任者を置き、従事者の指揮監督をすること 

(4)受注者の瑕疵により個人情報等の漏洩が発生した場合は、直ちに町に報告すると

ともに、町の指示に従い適切な措置を講ずるものとする 

  



10．業務報告、提出書類等 

(1)受注者は、毎日の業務終了後に業務日報を作成し、原則として翌日に町へ提出す

ること 

また、毎月の業務実績報告書（様式１）を翌月 5日までに、年度ごとに次年度が始

まる前に業務実施計画書（様式２）、年度終了後速やかに業務実績報告書（様式３）

をそれぞれ提出すること 

(2)受注者は「業務責任者」、「業務副責任者」、「その他の従事者」及び「個人情報保護

のための責任者」の名簿を業務実施計画書提出時に合わせて提出すること 

また、提出された名簿に変更があるときは、速やかに再提出すること 

 

11．受注者の責務等  

(1)業務内容は、町が随時点検を行うものとし、遂行方法等について改善指示を行っ

た場合は、受注者において速やかに対応を図ること 

(2)受注者は、労働基準法はもとよりその他労働関係法令等を遵守すること 

(3)受注者は最低賃金、雇用保険等の従事者の待遇面で適切な対応を図ること 

(4)受注者及び従事者は、町の信用を失墜する行為を行ってはならない 

(5)受注者は、従事者の病気、事故等により欠員になる場合は、当日の業務に支障の

無いよう従事者を補充するなど適宜、適切な対応を行うものとする 

(6)受注者及び従事者の責任による個人情報等の漏洩等が発生した場合は、直ちに町

に報告するとともに、町の指示に従い適切な措置を講ずるものとする 

(7)従事者は、常に危機管理に対する意識を保ち、災害、事故発生時は適切かつ迅速

な行動をとり、町民の安全の確保に努めなければならない 

 

12．損害賠償 

受注者は、この業務の履行に伴い、町若しくは第三者に損害を与えた場合は、損害

賠償に応じなければならない 

また、業務中の従事者の事故についても、受注者の責任において解決を図らなけれ

ばならない 

 

13．支払方法 

委託料の支払いは毎月払いとし、受注者より請求があった日から 30日以内に支払 

う 

 

14．業務の引継ぎ 

受注者は次のとおり引継を行うこととする 

ただし、引継にかかる費用については、受注者の負担とする 



(1)受注者は、仕様書の４に掲げる業務委託期間前までに町及び現在の受注者から、

町が定める手続きに従い、引継を受けなければならない 

(2)新たな契約（以下「新契約」という。）により受注者が交代する場合において、町

及び新たな受注者に対し、新契約による業務開始日前までに、町が定める手続きに

従い、誠実に引継を行わなければならない 

 

15.その他  

(1)本仕様書に記載の無い事項又は疑義が生じた場合は、発注者と受注者が協議を行い、

発注者の指示に従うものとする。 

(2)最低賃金の改定等により業務途中で予算が不足することが発覚した場合は、別途協

議のうえ決定するものとする。 

 

16．法令等の遵守 

受注者は、本仕様書及び契約書のほか、次の各号に掲げる関係法令に基づき業務の

遂行にあたらなければならない 

(1)地方自治法（昭和 22年法律 67号） 

(2)社会教育法（昭和 24年法律 207号） 

(3)玉城町社会教育施設の設置及び管理に関する条例（平成 29年玉城町条例第 16号） 

(4)玉城町体育施設の設置及び管理に関する条例（平成９年玉城町条例第 3号） 

(5)玉城町営テニスコート管理使用規程（平成 9年玉城町教委訓令第 1号） 

(6)お城広場管理使用規程（平成 11年玉城町教委訓令第 1号） 

(7)玉城町総合グランド管理使用規程（昭和 59年玉城町教委訓令第 1号） 

(8)玉城町体育センター管理使用規程（平成 15年玉城町教委訓令第１号） 

(9)玉城町立学校施設の開放に関する規則（平成 15年玉城町教委規則第 1号） 

(10)玉城町使用料条例（昭和 48年玉城町条例第 20号） 

(11)玉城町個人情報保護法施行条例（令和 5年玉城町条例第 1号） 

(12)その他関係法令 

 

  



別紙１ 

 

１．開館準備業務 

(1)窓口業務の準備（引継事項の確認、利用時間案内看板の表示、窓口カウンター周

辺の清掃） 

(2)各部屋等の確認（備品状況・部屋の仕切り状況） 

(3)中央公民館の空調設備の準備・運転 

 

２．窓口業務  

(1)窓口での館内施設案内 

(2)窓口、外線電話受付業務、町職員への引継ぎ 

(3)施設利用者等の両替対応 

(4)各種情報の整理・提供（学習情報、行政情報、観光情報、まちなか情報など） 

(5)コピー希望施設利用者へのコピーサービス（コピー機は発注者が準備する） 

(6)拾得物・遺失物の受付、管理、遺失者への連絡・返還、職員への引渡し 

(7)老眼鏡の貸出し 

(8)窓口に届いた郵便・宅配物等の受取、引継ぎ 

(9)障がい者の誘導 

(10)町職員への業務の取り継ぎ 

(11)町主催事業の周知・案内・問い合わせ対応 

(12)自動販売機のトラブル対応（設置者に連絡） 

(13)各種申請書、利用案内、団体紹介等の配布 

(14)その他、町から指示を受けた事項 

 

３．貸館業務 

(1)窓口での予約案内 

(2)施設利用予約（庁内利用は除く） 

(3)施設利用申込の受付 

(4)各室・各施設鍵の引渡し及び受取り 

(5)利用時間超過団体の確認・連絡 

(6)利用申請書の二重チェック 

(7)利用申請書への受付印、決裁欄印の押印 

(8)施設利用後の確認 

(9)施設使用報告書の確認、連絡事項の職員への報告 

(10)団体登録者先行予約会対応 

(11)一般予約開始日の対応（受付番号札の準備等） 



 

４．徴収業務 

(1)業務場所における玉城町中央公民館及び玉城町体育施設の施設使用料金の徴収

（地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16号）第 158条の規定に基づく徴収事務） 

(2)徴収した使用料金の町職員への引き継ぎ 

(3)利用取消・変更による還付発生時の町職員への報告 

 

５．備品の貸出業務 

(1)備品貸出し受付・返却、汚れ故障などの目視確認 

(2)備品の使用方法説明 

 

６．要望・苦情等対応 

(1)要望・苦情等の受付、内容確認、対応、記録、報告 

(2)処理困難事案の町職員への引継ぎ 

 

７．閉館準備業務 

(1)翌日勤務者への引継ぎ準備 

(2)各施設、部屋の使用状況確認 

(3)各施設施錠、セキュリティシステム稼働 

 

８．その他 

(1)災害、事故、犯罪時等の避難誘導、町職員への報告・引継ぎ 

(2)申請書等の業務にかかる書類の整理 

(3)打合せ時の議事録の作成 

(4)その他、町との協議の上で指示を受けた事項 

  



別紙２ 

 

月 年間の主な業務内容 

４月 ・公民館講座申込受付 

・新年度各種台帳の整備・旧年度各種台帳の片付け、点検 

・予約表等各種台帳の記入 

・納付書等新年度切り替えと旧年度納付書点検・片付け 

５月 ・社会教育事業申込受付 

・施設利用者に利用の仕方など説明 

６月 ・梅雨入り前施設点検（扇風機、エアコンの掃除、雨漏り部分の点検等） 

７月 ・夏休み前の準備（学校との施設利用調整、熱中症対策） 

８月 ・社会教育事業申込受付 

９月 ・台風前施設点検（雨漏り部分の点検等） 

・社会教育事業申込受付（創作美術展文書等受け渡し） 

１０月 ・創作美術展の出品等受付 

１１月 ・創作美術展問い合わせ等対応 

・次年度委託業務の積算 

１２月 ・来年度使用予定団体等の使用曜日・部屋等打合せ 

１月 ・今年度委託業務の積算及び清算 

２月 ・来年度台帳の準備（各種団体分記入） 

３月 ・新年度各種台帳の整備 

・当年度の利用状況の把握 

年間 ・空調設備保守点検対応 

・電気保安協会点検対応 

・消防施設点検対応 

 

  



１．日常業務 

 ・各施設の異常の有無確認（出勤・退勤時） 

 ・中央公民館、体育センター、総合グラウンド、テニスコート、屋内体育館、お城広

場、玉城町立学校体育施設の予約受付業務 

 ・使用料金（照明料、冷暖房料金、電気代）の徴収、納付書、領収書の発行 

 ・受付台帳への記入 

 ・セキュリティシステム及び中央公民館の施錠、開錠業務 

 ・公民館内トイレの点検、清掃 

 ・利用施設の施錠、開錠、冷暖房、多目的ホールの照明スイッチ操作 

 ・体育センター照明キー、テニスコート開錠キー、バレーボール・ネット用ハンドル

等の貸与、返却確認 

 ・夜間照明電源のスイッチ確認 

 ・備品貸出申請書の受付、貸出、返却確認 

 ・生涯学習講座講師の出席確認（出席簿） 

 ・業務日誌記入（利用内容、連絡事項、納付金額等） 

 

２．月次業務報告（パソコンへ入力） 

 ・中央公民館、体育センター、総合グラウンド、テニスコート、トレーニングセンタ

ー、屋内体育館、お城広場、玉城町立学校体育施設利用実績報告書作成（利用人員、

利用件数、使用料、電気料、冷暖房料） 

 ・（一社）たまき文化スポーツクラブが使用する施設の使用料金（照明料、冷暖房料

金、電気代）の請求及び精算業務を同団体の電気料金綴に保管 

 ・トレーニングセンター回数券購入者調べ（回数券番号、購入者名、住所、年齢、性

別、購入日） 

 

３．期末業務（次年度用） 

 ・使用予定表の必要枚数、ケース（コクヨ B6-4F B6サイズ）の確認 

  （不足の場合、教育委員会事務局に購入依頼） 

 ・１月から２月に公民館定期利用者の利用意向調査実施（利用室、利用曜日、利用時

間）を行い、３月からの受付準備を行う。併せて利用予定表を作成する。 

 ・次年度の体育センター、総合グラウンド、テニスコート、屋内体育館、お城広場、

玉城町立学校体育施設の予約台帳作成 

 ・次年度の公民館使用表の作成（年度、月、日付、曜日スタンプ押印）及び定期利用

者の意向調査に基づき記入 

  



別紙３  

 

１．町が行う業務 

(1)予算・決算・経理管理業務 

(2)生涯学習施策の企画立案 

(3)生涯学習情報の収集と広報（広報紙発行等） 

(4)各種生涯学習推進事業の実施 

(5)文書管理業務（保存・廃棄含む） 

(6)施設の維持管理（定期清掃、警備、各種点検等） 

(7)施設の利用許可 

(8)備品及び消耗品の購入、廃棄 

(9)未入金団体への使用料金督促 

(10)各種契約行為 

(11)処理困難事項への対応 


